
災害対策基本法の一部改正により、市町村（特別区を含む。）には、避難所
における良好な生活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やか
な支援を実施することが求められるが、その取組に当たっての参考となるよう、
市町村を対象に、生活環境の確保に関する事項を指針として示したもの。

１．避難所の組織体制と応援体制の整備
・「避難所運営準備会議（仮称）」の設置
・避難所の運営管理者となりうる者を対象とした研修や訓練の実施

４．避難所における備蓄等
・食料・飲料水の備蓄（アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルクの備蓄等）
・仮設トイレ、紙おむつ、生理用品、燃料、自家発電装置、非常用発電機等の備蓄の検討

２．避難所の指定
・防災・安全交付金、耐震対策緊急促進事業、公立学校施設整備事業等の活用の検討
・福祉避難所の整備

５．避難所運営の手引（マニュアル）の作成
・要配慮者に対する必要な支援を盛り込むこと
・担当者以外の者でも避難所を立ち上げることができるような簡易な手引の整備

３．指定避難所等の周知
・要配慮者に配慮した避難所の周知方法の準備
・指定した福祉避難所に関する情報の周知

第１ 平常時における対応

〈構成と主な内容〉
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第２ 発災後における対応

４．福祉避難所の管理・運営
・必要な福祉・保健医療サービスの提供や相談等に当たる介助員等の配置

５．食物アレルギーの防止等の食料や食事に関する配慮等
・避難所における食事の原材料表示、避難者自身によるアレルギー原因食品の情報提供
・各避難所への保健師等の巡回、避難所内の清潔保持等の環境整備

６．被災者への情報提供
・被災者・要配慮者への情報の提供
・市町村と避難所や地域間の相互の情報提供ルートの確立

７．相談窓口
・様々な避難者の意見を吸い上げるための相談窓口の設置
・就労支援等の相談窓口の設置

８．在宅避難
・在宅にて避難生活を送ることを余儀なくされた者等への見守り機能の充実・支援物資提供等
・被災者台帳の活用などによる避難所を拠点とした支援の実施（状況把握等）

１．避難所の設置と機能整備
・設置した避難所の数が不足する場合、公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借り上げ
・避難所不足時に優先的に入所させる避難者の検討
・バリアフリー化、福祉避難室用のスペースの確保、男女別トイレ等の確保

２．避難所リスト及び避難者名簿の作成
・開設している避難所のリスト化
・氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等を記載した「名簿」の作成
・避難者名簿から被災者台帳への引き継ぎ

３．避難所の運営主体
・運営責任者の配置、避難者自身の役割分担の明確化
・様々な被災者の意見やニーズを吸い上げた避難所の運営


